
自
家

用
有

償
旅

客
運

送
に
つ
い
て

◆
市
町
村
運
行
バ
ス
等
（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
）
は
、
全
市
町
村
の
約
７
割
で
実
施
。

◆
登
録
団
体
数
は
、
市
町
村
合
併
の
影
響
も
あ
り
、
ほ
ぼ
一
定
で
推
移
。
車
両
数
は
年
々
増
加
。

（
参
考
デ
ー
タ
）
※

平
成

２
２
年

９
月

現
在

◆
市

町
村

運
営

有
償

運
送

：
登

録
団

体
数

５
６
３

車
両

数
２
，
７
７
１

※
一

つ
の

市
町

村
に
お
い
て
、
交

通
空

白
輸

送
と
福

祉
輸

送
の

双
方

を
行

っ
て
い
る
場

合
は

２
で
計

上

◆
過

疎
地

有
償

運
送

：
登

録
団

体
数

７
０

車
両

数
５
０
３

◆
福

祉
有

償
運

送
：

登
録

団
体

数
２
，
３
４
４

車
両

数
１
４
，
３
９
５

≪
過

疎
地

有
償

運
送
の
事
例
≫

公
共

交
通

不
便

地
域

で
あ
る
日

立
市

中
里

地
区

に
お
い
て
、
高

齢
者

等
の

移
動

手
段

確
保

を
図

る
必

要
か

ら
、

N
P

O
法

人
に
よ
る
デ
マ
ン
ド

方
式

（
予

約
に
よ
り
、
戸

口
か

ら
戸

口
ま
で
の

運
送

）
の

過
疎

地
有

償
運

送
を
行

っ
て
い
る
。
高

齢
化

が
進

む
当

該
地

区
の

住
民

の
通

院
・

買
い
物

な
ど
の

日
常

生
活

を
支

え
る
足

と
し
て
、
地

域
に
不

可
欠

な
存

在
と
な
っ
て
い
る
。

（
茨

城
県

日
立

市
中

里
地

区
：
人

口
１
，
５
０
５
人

）

制
度

の
概

要

運
営
協
議
会
等

の
設
置

運
輸
局
・
支
局
へ

の
登
録

自
家
用
有
償
運

送
の
実
施

運
輸
局
・
支
局
に

よ
る

事
後
チ
ェ
ッ
ク

自
家
用
有
償
旅
客

運
送
の
種
別

●
市
町
村
運
営
有
償
運
送

（
交

通
空

白
、
福

祉
）

●
過
疎
地
有
償
運
送

●
福
祉
有
償
運
送

自
家
用
有
償
運
送

の
主
な
要
件

●
運

営
協

議
会

等
メ
ン
バ

ー
（
地

方
公

共
団

体
（
主

宰
）
、
運

輸
局

・
支

局
、
利

用
者
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
事
業
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
）
に
お
い
て
、
自
家
用
有
償
旅
客
運

送
の
必
要
性
、
対
価
等
に
つ
い
て
合

意
さ
れ

て
い
る
こ
と

●
輸
送
の
安
全
や

旅
客
の
利
便
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と

●
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

に
よ
る
運

送
に
つ
い
て
は

、
登

録
さ
れ
た
会
員
に
対
し
て
、
実
費
の
範

囲
内
で
、
営
利
と
は
認
め
ら
れ
な
い
範

囲
の
対
価
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

事
故

等
の

報
告

監
査

・
行

政
処

分

・
・
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

が
運
送

・
・
・
市

町
村

自
ら
が

運
送

又
は
運

送
を
外

部
に
委

託
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自
動

車
道

事
業

に
つ
い
て

◆
民
間
事
業
者
等
に
よ
る
自
動
車
の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
の
供
用
等
に
係
る
事
業

自
動
車
道
〔道

路
運
送
法
第
２
条
第
８
項
〕…

専
ら
自
動
車
の
交
通
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
道
で
道
路
法
に
よ
る
道
路
以
外
の
も
の

◆
万

座
ハ

イ
ウ
ェ
イ
、
逗

葉
新

道
、
箱

根
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
な
ど
３
３
路

線
が

供
用

中
う
ち
、
一
の
都
道
府
県
内
で
完
結
す
る
も
の
…
２
９
路
線

（
参

考
デ
ー
タ
）
※
平

成
２
２
年

４
月

１
日

現
在

◆
供

用
路

線
数

：
３
３
路

線
（
総

延
長

３
２
３
．
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

）

※
う
ち
、
一

の
都

道
府

県
内

で
完

結
す
る
も
の

は
２
９
路

線

◆
事
業
者
数

：
２
８
事
業
者

≪
自

動
車

道
事

業
の
事
例
≫

制
度

の
概

要

免
許

工
事

施
行

な
ど

供
用

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
認
可
等
が
必
要

●
工
事
施
行

/完
成
検
査

●
使
用
料
金

●
供
用
約
款

/保
安
上
の
供
用
制
限

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
変
更
す
る
場
合

は
、
認
可
が
必
要

●
使
用
料
金

●
供
用
約
款

/保
安
上
の
供
用
制
限

●
事
業
計
画

●
構
造
・
設
備

※
ま
た
、
事
業
を
休
廃
止
す
る
場
合
は
、

許
可

が
必

要
※

保
安
上
等
の
観
点
か
ら
、
監
査
を
実
施

自
動
車
道
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

免
許

が
必

要

○
熱

海
ビ
ー
チ
ラ
イ
ン

湯
河

原
～

熱
海

間
の

海
岸

沿
い
を
走

る
全

長
６
．
１
㎞
の
自
動
車
道

。
通
行
料
金
は

片
道

２
５
０
円

（
普

通
車

）
。

〔
事

業
者

名
：
㈱

グ
ラ
ン
ビ
ス
タ
ホ
テ
ル

&
リ
ゾ
ー
ト
〕

○
伊

勢
志

摩
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

鳥
羽

～
伊

勢
間

を
朝

熊
山

を
越

え
て
走

る
全

長
１
６
．
３
㎞

の
自

動
車

道
。
通

行
料

金
は

片
道

１
２
２
０
円

（
普

通
車

）
。

〔
事
業
者
名
：
三
重
県
観
光
開
発
㈱
〕
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事務・権限概要シート 

 
出先機関名：地方運輸局    整理番号（   ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

中小企業等協同組合法等の権限 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

中小企業等協同組合法等に基づく事業協同組合等に関する許認可等 

（具体的な内容） 

地方運輸局は、中小企業協同組合等のうち、国土交通省の所管に属する事業者が組

合員資格を有するもの及び国土交通省の所管に属する事業を行うものの一部に係る

設立認可、報告受領等の事務を行っているが、その地区が都道府県の区域を超えない

ものについては、原則希望する都道府県に対する事務・権限委譲の対象とする。 

予算の状況 
（単位:百万円） 

― 

関係職員数 ・地方運輸局職員数の内数 

事務量（アウト
プット） 

・地方運輸局の所管組合数４，０８３（平成２１年度末）の内数 

今後の進め方
等 

・中小企業等協同組合法等に基づく事業協同組合等に関する許認可等の権限に係る一

括法等による対応が必要。 

備考  

【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（目的） 
協同組合等は中小企業が協同して事業を行うことにより、公正な経済活動の機会を
確保し、広く国民経済の発展に寄与することを目的としている。 
（根拠法令） 
・中小企業等協同組合法第 27 条の 2第 1項（設立の認可） 等 
（地方運輸局の具体的な業務概要） 
地方運輸局は、中小企業協同組合等のうち、国土交通省の所管に属する事業が組合
員資格又は組合の行う事業となっているものの一部に係る設立認可、報告受領等の
事務を行っている。 

予算の状況 
（単位:百万円） 

 ― 

関係職員数 ・地方運輸局職員数の内数 
 

事務量（アウト
プット） 

・地方運輸局の所管組合数４，０８３（平成２１年度末）の内数 

地方側の意見  
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その他各方面の
意見 

 
 

既往の政府方針
等 

 
 

 
自己仕分け 
【仕分け結果】 
 
 
 

【自己仕分けの再検討結果】 
一の都道府県内の中小企業協同組合法等の権限について原則希望する都道府県への
移譲を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考  

 

 

Ａ－b－① 
（中小企業
等協同組合
等の権限に
ついて原則
希望する都
道府県への
移譲を図る 
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中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
の
権
限
移
譲

（
国

土
交

通
省

の
所

管
に
属

す
る
事

業
に
係

る
も
の
）

○
中

小
企

業
等

協
同

組
合

法
に
基

づ
く
事

業
協

同
組

合
の

設
立

認
可

、
報

告
等

○
中

小
企

業
団

体
の

組
織

に
関

す
る
法

律
に
基

づ
く
協

業
組

合
の

設
立

認
可

、
報

告
等

＜
地
方
運
輸
局
所
管
組
合
数

４
，
０
８
３
（
平
成
２
１
年
度
末
）
＞

○
地

区
が

都
道

府
県

の
区

域
を
超

え
な
い

事
業

協
同

組
合

の
設

立
認

可
、
報

告
等

○
地

区
が

都
道

府
県

の
区

域
を
超

え
な
い

協
業

組
合

の
設

立
認

可
、
報

告
等

○
地

区
が

都
道

府
県

の
区

域
を
超

え
る

事
業

協
同

組
合

の
設

立
認

可
、
報

告
等

○
地

区
が

都
道

府
県

の
区

域
を
超

え
る

協
業

組
合

の
設

立
認

可
、
報

告
等

※
地

区
が

都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

都
道

府
県

が
権

限
移

譲
を
希

望
し
な
い
場

合
を
含

む

現
行

＜
地

方
運

輸
局

の
権

限
＞

＜
希

望
す
る
都

道
府

県
に
権

限
移

譲
＞

＜
地

方
運

輸
局

に
権

限
存

続
＞
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事務・権限概要シート 

 
出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 18 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 
 

国土交通省の地方運輸局が所掌する業務 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで移
譲すると整理し
た事務・権限の
具体的な内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 総合的・基本的な政策の企画立案、横断的な公共交通活性化施策の総括（地域

公共交通の活性化のための指導、助言等の関与に限る） 

（具体的な内容） 

  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第８項に基づき、市町村に
対し必要な助言を行ってきたところ、求められた場合を除き助言は行なわないこ
ととする 

 

② 観光振興 等（専ら地域固有の発意による創意工夫が活かせる地域振興的な取

り組み、観光圏整備実施計画の認定権限に限る） 

（具体的な内容） 

  専ら地域固有の発意による創意工夫が活かせる地域振興的な取組みについて 

 は、基本的に地方に任せることとし、地方運輸局は、当該取組みであって一の都

道府県の地域に係るものについては、地域の求めがなければ行わないこととし、

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成２０年法

律第３９号）第８条第３項に基づく観光圏整備実施計画に係る国土交通大臣の認

定業務のうち、同計画が一の都道府県内の地域に限られる場合については、都道

府県知事に移譲することとする。 

 

③ 旅客自動車運送事業の許認可等（自家用有償旅客運送に係る登録業務、一の都

道府県内の自動車道事業の権限に限る） 

（具体的な内容） 

【自家用有償旅客運送に係る登録業務】 

 ・登録申請の受理（市町村が運送者となる場合を除く。） 

（運転者、運行管理体制、保険加入状況その他の輸送の安全に関する事項の確認）

・更新登録等 

【一の都道府県内の自動車道事業の権限】 

 ・自動車道事業の免許 

 ・工事施行の認可 

 ・工事の完成検査 

 ・使用料金の認可 

 ・供用約款の認可 

 ・事業改善命令 

 ・事業の休廃止の許可 等 

 

④ 中小企業等協同組合法等の権限（中小企業等協同組合法等に基づく事業協同組

合等に関する許認可等に限る） 
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（具体的な内容） 

  地方運輸局は、中小企業協同組合等のうち、国土交通省の所管に属する事業者

が組合員資格を有するもの及び国土交通省の所管に属する事業を行うものの一部

に係る設立認可、報告受領等の事務を行っているが、その地区が都道府県の区域

を超えないものについては、原則希望する都道府県に対する事務・権限委譲の対

象とする。 

予算の状況 
（単位:百万円） 

－ 

関係職員数 87 名（国交本省定員の 4名を含む） 

事務量（アウト
プット） 

① 総合的・基本的な政策の企画立案、横断的な公共交通活性化施策の総括（地域

公共交通の活性化のための指導、助言等の関与に限る） 

・地域公共交通総合連携計画の件数 
１件（平成２３年１月末現在） 

・地域公共交通総合連携計画に係る助言の内数 

 

② 観光振興 等（専ら地域固有の発意による創意工夫が活かせる地域振興的な取

り組み、観光圏整備実施計画の認定権限に限る） 

・観光地振興に関する事務（観光圏整備事業等） 

 

③ 旅客自動車運送事業の許認可等（自家用有償旅客運送に係る登録業務、一の都

道府県内の自動車道事業の権限に限る） 

事業種別  平均業務量 

自家用有償旅客運送（平成 18 年度～平成 20 年度平均） 登録件数 ９

自動車道事業（平成 17 年度～平成 21 年度平均） 事務処理件数 ０

 

④ 中小企業等協同組合法等の権限（中小企業等協同組合法等に基づく事業協同組

合等に関する許認可等に限る） 

・沖縄総合事務局運輸部の所管組合数３５（平成２１年度末） 

 

今後の進め方等 国土交通省と同じ。 

備考  

 
 
 
【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 
事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 
国土交通省の地方運輸局が所掌する業務 

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：176 百万円（22年 7月末示達額） 

関係職員数 87 名（国交本省定員の 4名を含む） 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：178 百万円 
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地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び米
軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討す
る必要がある。（平成 22年 7月 15日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向けて」）

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方運輸局が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄の特殊事情を踏ま

え、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。 

備考  
 

 

 

－  
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事務・権限概要シート 

 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 10 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 
 

農林水産省の地方農政局が所掌する業務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する業務
の一部 
 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 

都道府県の区域内の農業協同組合連合会及び都道府県農業協同組合中央会（以下

「都道府県域の連合会等」という。）に対する次に掲げる検査及び指導監督（以

下「検査等」という。） 

・農協法第93 条第1 項及び第2 項に基づく都道府県中央会等及び中央会等の子

会社に対する報告徴求権限 

・農協法第94 条第1 項～３項、第５項に基づく都道府県中央会等に対する検査

権限 

② 中央卸売市場の検査・指導等 

地方公共団体の発意による試行の対象とする事務・権限名は、「卸売業者等への

監督・検査」とする。 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

広域的な実施体制の進行に応じた移譲の検討を行うために地方公共団体の発意

による試行の対象とする事務・権限名は「食品流通構造改善促進法に基づく構造

改善計画の認定等」とする。 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

※複数の都道府県の事業者を組合員とする組合について、広域的な実施体制の進

行に応じて、移譲を検討。 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

※国営土地改良施設のうち、基幹的役割の比較的小さい「農地の配水管理と密接

な関連のある農業水利施設」に係る財産権、水利権等を含む施設の維持・管理・

更新に係る事務 

⑦ 土地改良事業及び交換分合計画の認可や土地改良区の監督等の事務 

都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

予算の状況 
（単位:百万円） 

－ 

関係職員数 ① 農業協同組合等の検査・指導監督 

・５名の内数 

② 卸売業者等への監督・検査 
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・３名の内数 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

・５名の内数 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

・３名の内数 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

・２名の内数 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

・施設の更新事業等を実施する時点で、必要な職員を配置するため、現時点では、

国において職員は配置されていない（なお、更新事業までの間、国は水利権更

新及び突発事故の対応等を必要に応じて実施）。 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

・２名の内数 

事務量（アウト
プット） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 
・検査を行った国所管の都道府県域の連合会等の数：１組合 
・検査等に伴う法に基づく報告徴求命令の数：０件 
・決算時などにおいて都道府県域の連合会等から行ったヒアリングの数：６件(平
成２１年度) 

② 卸売業者等への監督・検査 
検査対象卸売業者数は県内２市場の３卸売業者であり、これらに対する総検査実

績は下記のとおり。 
  平成 21 年度検査件数：１件 
  平成 20 年度検査件数：１件 
  平成 19 年度検査件数：０件 
③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

平成 21 年度 

   ０件（認定件数） 

０件（変更に係る認定件数） 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

事業協同組合等数、設立認可件数、定款変更認可件数、報告の徴収件数、検査件

数、業務改善命令件数：0  

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

農村振興基本計画策定市町村数：21 市町村（平成 13～21 年度まで） 

※毎年、年度当初に計画作成予定市町村を把握し、市町村の要望に応じて、基本

計画の内容に関するヒアリングを行う等して、助言等を実施。なお、ヒアリン

グには、計画案の内容に応じて、地方整備局、地方環境事務所に対する参画を

要請。 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

移譲対象となる施設については、現在、土地改良区等が管理を行っているが、

更新事業等を実施する際には以下の事務が発生し、国がこれまで対応してきてい

る。 

（調査及び計画に関する事務） 
・ 基礎調査、国土・環境保全調査等 
・ 地質・地下水に関する現地指導 
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・ 新規地区に関する営農計画、水利計画、施設計画等の作成 
（整備の実施に関する事務） 

・ 土地改良法に基づく開始手続き（受益農家の同意徴集含む） 
・ 整備事業の実施（設計、積算、契約、施工管理等） 
・ 道路協議、河川協議（施設の占用等） 

（農業水利権の調整に関する事務） 
・ 直轄事業の水利権取得・更新に係る協議調整 
・ 水利用の確保等に係る他省庁から農水大臣への協議に関する事務 
・ 水資源開発基本計画にかかる計画策定・協議調整 
・ 渇水時における利水者間の水利調整 

（事業評価に関する事務） 
・ 期中再評価･事後評価の実施 

（財産管理に関する事務） 
・ 管理委託協定の締結 
・ 土地改良財産の他目的使用等の承認 

・ 土地改良財産の改築・追加工事の承認 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

都道府県土地改良事業団体連合会への検査実施件数：１件（平成22年度） 

今後の進め方
等 

農林水産省と同じ。 

備考  

 

【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 

農林水産省の地方農政局が所掌する事務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する事務

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：35,076 百万円（22 年 7 月末示達額。「林野庁」分及び「漁業調
整事務所以外の水産庁」分を除く。） 

関係職員数 254 名 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：36,597 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び
米軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討
する必要がある。（平成 22年 7 月 15 日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向け
て」） 

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方農政局及び漁業調整事務所が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄

の特殊事情を踏まえ、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。

備考  
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事務・権限概要シ－ト 

 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 13 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

経済産業省の経済産業局が所掌する業務 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 景気動向等に関する統計調査の実施 

特定業種石油等消費統計調査（法廷受託事務） 

② 中小企業の経営の向上、新たな事業の創出等に関する事務 

物流・流通業務効率化等に関する事務 

③ 適切な計量の実施の確保に関する事務 

計量法に基づく製造・修理事業者の届出、検査 等（法廷受託事務） 

④ 新規産業の環境整備に関する事務 

エンジェル税制に係る確認 

⑤ 新規産業の環境整備に関する事務 

産業クラスターの支援 

⑥ 中小企業の経営の向上、新たな事業の創出等に関する事務 

中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律に係る認定等に係る事務 

⑦ 国際ビジネス交流・対日投資に関する事務 

対日投資に関する事務 

 

予算の状況 
（単位:百万円） 

― 

関係職員数 61 名（経産本省定員の 1名を含む）の内数 

事務量（アウト
プット） 

①特定業種石油等消費統計調査（法廷受託事務） 

調査対象数 2 調査票配布数 2／月 回収・審査数 0／月 督促数 0（延べ数／年）

 

②物流・流通業務効率化等に関する事務 

直近 3年間（平成 19～21 年度）の認定件数は 0件 

認定 1件あたりの主な事務は以下のとおり。 

○申請事業者からのヒアリング（0回） 

○申請書作成にあたっての指導（0回） 

○都道府県及び都道府県警察との調整 

○地方整備局、地方運輸局、地方農政局との調整（国交省、農水省の事務権限に係る

申請の場合） 

○事業報告書の作成指導 

 

③計量法に基づく製造・修理事業者の届出、検査等（法廷受託事務） 
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④エンジェル税制に係る確認 

 19 年度 20 年度 21 年度 

エンジェル税制確認書発行件数 0 2 1 

 

⑤産業クラスターの支援【過去の産業クラスター補助金での実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律に係る認定等に係る事務 

 

⑦対日投資に関する事務 

20 年度: 対日投資関連セミナー・勉強会開催 0回、企業ヒアリング 0回、自治体等主

催セミナー参加（施策紹介）0回 

21 年度:対日投資関連セミナー・勉強会開催 2回、企業ヒアリング 0回、自治体等主

催セミナー参加（施策紹介）0回 

 

 

 19 年度 20 年度 21 年度 

指定製造事業者の立入検査 0 0 0 

指定製造事業者の品質管理

の方法の変更（届出） 

0 0 0 

その他事業者からの届出 1 2 1 

 19 年度 20 年度 21 年度 

採択件数 2 2 1 

確定帳簿検査 2 2 1 

中間確定帳簿検査 2 2 1 

企業訪問総数 239 182 未集計 

研究者訪問総数 21 12 未集計 

企業間、企業・大学間の

マッチング調整件数 

184 84 未集計 

 21 年度 

事業承継税制の適用の前提となる認定 1 

計画的な承継の取組に係る確認 1 

金融支援に係る認定 0 

今後の進め方
等 

経済産業省と同じ。 

備考  

 
 
【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 
経済産業省の経済産業局が所掌する業務 

89



予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：1,158 百万円（22 年 7 月末示達額） 

関係職員数 61 名（経産本省定員の 1名を含む） 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：1,916 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び米
軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討す
る必要がある。（平成 22年 7月 15日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向けて」）

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

経済産業局が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄の特殊事情を踏ま

え、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。 

備考 
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事務・権限概要シート 

 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 10 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 
 

農林水産省の地方農政局が所掌する業務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する業務
の一部 
 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 

都道府県の区域内の農業協同組合連合会及び都道府県農業協同組合中央会（以下

「都道府県域の連合会等」という。）に対する次に掲げる検査及び指導監督（以

下「検査等」という。） 

・農協法第93 条第1 項及び第2 項に基づく都道府県中央会等及び中央会等の子

会社に対する報告徴求権限 

・農協法第94 条第1 項～３項、第５項に基づく都道府県中央会等に対する検査

権限 

② 中央卸売市場の検査・指導等 

地方公共団体の発意による試行の対象とする事務・権限名は、「卸売業者等への

監督・検査」とする。 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

広域的な実施体制の進行に応じた移譲の検討を行うために地方公共団体の発意

による試行の対象とする事務・権限名は「食品流通構造改善促進法に基づく構造

改善計画の認定等」とする。 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

※複数の都道府県の事業者を組合員とする組合について、広域的な実施体制の進

行に応じて、移譲を検討。 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

※国営土地改良施設のうち、基幹的役割の比較的小さい「農地の配水管理と密接

な関連のある農業水利施設」に係る財産権、水利権等を含む施設の維持・管理・

更新に係る事務 

⑦ 土地改良事業及び交換分合計画の認可や土地改良区の監督等の事務 

都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

予算の状況 
（単位:百万円） 

－ 

関係職員数 ① 農業協同組合等の検査・指導監督 

・５名の内数 

② 卸売業者等への監督・検査 
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・３名の内数 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

・５名の内数 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

・３名の内数 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

・２名の内数 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

・施設の更新事業等を実施する時点で、必要な職員を配置するため、現時点では、

国において職員は配置されていない（なお、更新事業までの間、国は水利権更

新及び突発事故の対応等を必要に応じて実施）。 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

・２名の内数 

事務量（アウト
プット） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 
・検査を行った国所管の都道府県域の連合会等の数：１組合 
・検査等に伴う法に基づく報告徴求命令の数：０件 
・決算時などにおいて都道府県域の連合会等から行ったヒアリングの数：６件(平
成２１年度) 

② 卸売業者等への監督・検査 
検査対象卸売業者数は県内２市場の３卸売業者であり、これらに対する総検査実

績は下記のとおり。 
  平成 21 年度検査件数：１件 
  平成 20 年度検査件数：１件 
  平成 19 年度検査件数：０件 
③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

平成 21 年度 

   ０件（認定件数） 

０件（変更に係る認定件数） 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

事業協同組合等数、設立認可件数、定款変更認可件数、報告の徴収件数、検査件

数、業務改善命令件数：0  

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

農村振興基本計画策定市町村数：21 市町村（平成 13～21 年度まで） 

※毎年、年度当初に計画作成予定市町村を把握し、市町村の要望に応じて、基本

計画の内容に関するヒアリングを行う等して、助言等を実施。なお、ヒアリン

グには、計画案の内容に応じて、地方整備局、地方環境事務所に対する参画を

要請。 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

移譲対象となる施設については、現在、土地改良区等が管理を行っているが、

更新事業等を実施する際には以下の事務が発生し、国がこれまで対応してきてい

る。 

（調査及び計画に関する事務） 
・ 基礎調査、国土・環境保全調査等 
・ 地質・地下水に関する現地指導 
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・ 新規地区に関する営農計画、水利計画、施設計画等の作成 
（整備の実施に関する事務） 

・ 土地改良法に基づく開始手続き（受益農家の同意徴集含む） 
・ 整備事業の実施（設計、積算、契約、施工管理等） 
・ 道路協議、河川協議（施設の占用等） 

（農業水利権の調整に関する事務） 
・ 直轄事業の水利権取得・更新に係る協議調整 
・ 水利用の確保等に係る他省庁から農水大臣への協議に関する事務 
・ 水資源開発基本計画にかかる計画策定・協議調整 
・ 渇水時における利水者間の水利調整 

（事業評価に関する事務） 
・ 期中再評価･事後評価の実施 

（財産管理に関する事務） 
・ 管理委託協定の締結 
・ 土地改良財産の他目的使用等の承認 

・ 土地改良財産の改築・追加工事の承認 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

都道府県土地改良事業団体連合会への検査実施件数：１件（平成22年度） 

今後の進め方
等 

農林水産省と同じ。 

備考  

 

【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 

農林水産省の地方農政局が所掌する事務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する事務

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：35,076 百万円（22 年 7 月末示達額。「林野庁」分及び「漁業調
整事務所以外の水産庁」分を除く。） 

関係職員数 254 名 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：36,597 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び
米軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討
する必要がある。（平成 22年 7 月 15 日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向け
て」） 

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方農政局及び漁業調整事務所が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄

の特殊事情を踏まえ、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。

備考  
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事務・権限概要シート 

 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 10 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 
 

農林水産省の地方農政局が所掌する業務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する業務
の一部 
 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 

都道府県の区域内の農業協同組合連合会及び都道府県農業協同組合中央会（以下

「都道府県域の連合会等」という。）に対する次に掲げる検査及び指導監督（以

下「検査等」という。） 

・農協法第93 条第1 項及び第2 項に基づく都道府県中央会等及び中央会等の子

会社に対する報告徴求権限 

・農協法第94 条第1 項～３項、第５項に基づく都道府県中央会等に対する検査

権限 

② 中央卸売市場の検査・指導等 

地方公共団体の発意による試行の対象とする事務・権限名は、「卸売業者等への

監督・検査」とする。 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

広域的な実施体制の進行に応じた移譲の検討を行うために地方公共団体の発意

による試行の対象とする事務・権限名は「食品流通構造改善促進法に基づく構造

改善計画の認定等」とする。 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

※複数の都道府県の事業者を組合員とする組合について、広域的な実施体制の進

行に応じて、移譲を検討。 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

※国営土地改良施設のうち、基幹的役割の比較的小さい「農地の配水管理と密接

な関連のある農業水利施設」に係る財産権、水利権等を含む施設の維持・管理・

更新に係る事務 

⑦ 土地改良事業及び交換分合計画の認可や土地改良区の監督等の事務 

都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

予算の状況 
（単位:百万円） 

－ 

関係職員数 ① 農業協同組合等の検査・指導監督 

・５名の内数 

② 卸売業者等への監督・検査 
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・３名の内数 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

・５名の内数 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

・３名の内数 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

・２名の内数 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

・施設の更新事業等を実施する時点で、必要な職員を配置するため、現時点では、

国において職員は配置されていない（なお、更新事業までの間、国は水利権更

新及び突発事故の対応等を必要に応じて実施）。 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

・２名の内数 

事務量（アウト
プット） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 
・検査を行った国所管の都道府県域の連合会等の数：１組合 
・検査等に伴う法に基づく報告徴求命令の数：０件 
・決算時などにおいて都道府県域の連合会等から行ったヒアリングの数：６件(平
成２１年度) 

② 卸売業者等への監督・検査 
検査対象卸売業者数は県内２市場の３卸売業者であり、これらに対する総検査実

績は下記のとおり。 
  平成 21 年度検査件数：１件 
  平成 20 年度検査件数：１件 
  平成 19 年度検査件数：０件 
③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

平成 21 年度 

   ０件（認定件数） 

０件（変更に係る認定件数） 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

事業協同組合等数、設立認可件数、定款変更認可件数、報告の徴収件数、検査件

数、業務改善命令件数：0  

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

農村振興基本計画策定市町村数：21 市町村（平成 13～21 年度まで） 

※毎年、年度当初に計画作成予定市町村を把握し、市町村の要望に応じて、基本

計画の内容に関するヒアリングを行う等して、助言等を実施。なお、ヒアリン

グには、計画案の内容に応じて、地方整備局、地方環境事務所に対する参画を

要請。 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

移譲対象となる施設については、現在、土地改良区等が管理を行っているが、

更新事業等を実施する際には以下の事務が発生し、国がこれまで対応してきてい

る。 

（調査及び計画に関する事務） 
・ 基礎調査、国土・環境保全調査等 
・ 地質・地下水に関する現地指導 
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・ 新規地区に関する営農計画、水利計画、施設計画等の作成 
（整備の実施に関する事務） 

・ 土地改良法に基づく開始手続き（受益農家の同意徴集含む） 
・ 整備事業の実施（設計、積算、契約、施工管理等） 
・ 道路協議、河川協議（施設の占用等） 

（農業水利権の調整に関する事務） 
・ 直轄事業の水利権取得・更新に係る協議調整 
・ 水利用の確保等に係る他省庁から農水大臣への協議に関する事務 
・ 水資源開発基本計画にかかる計画策定・協議調整 
・ 渇水時における利水者間の水利調整 

（事業評価に関する事務） 
・ 期中再評価･事後評価の実施 

（財産管理に関する事務） 
・ 管理委託協定の締結 
・ 土地改良財産の他目的使用等の承認 

・ 土地改良財産の改築・追加工事の承認 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

都道府県土地改良事業団体連合会への検査実施件数：１件（平成22年度） 

今後の進め方
等 

農林水産省と同じ。 

備考  

 

【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 

農林水産省の地方農政局が所掌する事務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する事務

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：35,076 百万円（22 年 7 月末示達額。「林野庁」分及び「漁業調
整事務所以外の水産庁」分を除く。） 

関係職員数 254 名 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：36,597 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び
米軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討
する必要がある。（平成 22年 7 月 15 日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向け
て」） 

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方農政局及び漁業調整事務所が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄

の特殊事情を踏まえ、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。

備考  
 

 

 

 
 

 

96



事務・権限概要シ－ト 

 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 13 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

経済産業省の経済産業局が所掌する業務 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 景気動向等に関する統計調査の実施 

特定業種石油等消費統計調査（法廷受託事務） 

② 中小企業の経営の向上、新たな事業の創出等に関する事務 

物流・流通業務効率化等に関する事務 

③ 適切な計量の実施の確保に関する事務 

計量法に基づく製造・修理事業者の届出、検査 等（法廷受託事務） 

④ 新規産業の環境整備に関する事務 

エンジェル税制に係る確認 

⑤ 新規産業の環境整備に関する事務 

産業クラスターの支援 

⑥ 中小企業の経営の向上、新たな事業の創出等に関する事務 

中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律に係る認定等に係る事務 

⑦ 国際ビジネス交流・対日投資に関する事務 

対日投資に関する事務 

 

予算の状況 
（単位:百万円） 

― 

関係職員数 61 名（経産本省定員の 1名を含む）の内数 

事務量（アウト
プット） 

①特定業種石油等消費統計調査（法廷受託事務） 

調査対象数 2 調査票配布数 2／月 回収・審査数 0／月 督促数 0（延べ数／年）

 

②物流・流通業務効率化等に関する事務 

直近 3年間（平成 19～21 年度）の認定件数は 0件 

認定 1件あたりの主な事務は以下のとおり。 

○申請事業者からのヒアリング（0回） 

○申請書作成にあたっての指導（0回） 

○都道府県及び都道府県警察との調整 

○地方整備局、地方運輸局、地方農政局との調整（国交省、農水省の事務権限に係る

申請の場合） 

○事業報告書の作成指導 

 

③計量法に基づく製造・修理事業者の届出、検査等（法廷受託事務） 
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④エンジェル税制に係る確認 

 19 年度 20 年度 21 年度 

エンジェル税制確認書発行件数 0 2 1 

 

⑤産業クラスターの支援【過去の産業クラスター補助金での実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律に係る認定等に係る事務 

 

⑦対日投資に関する事務 

20 年度: 対日投資関連セミナー・勉強会開催 0回、企業ヒアリング 0回、自治体等主

催セミナー参加（施策紹介）0回 

21 年度:対日投資関連セミナー・勉強会開催 2回、企業ヒアリング 0回、自治体等主

催セミナー参加（施策紹介）0回 

 

 

 19 年度 20 年度 21 年度 

指定製造事業者の立入検査 0 0 0 

指定製造事業者の品質管理

の方法の変更（届出） 

0 0 0 

その他事業者からの届出 1 2 1 

 19 年度 20 年度 21 年度 

採択件数 2 2 1 

確定帳簿検査 2 2 1 

中間確定帳簿検査 2 2 1 

企業訪問総数 239 182 未集計 

研究者訪問総数 21 12 未集計 

企業間、企業・大学間の

マッチング調整件数 

184 84 未集計 

 21 年度 

事業承継税制の適用の前提となる認定 1 

計画的な承継の取組に係る確認 1 

金融支援に係る認定 0 

今後の進め方
等 

経済産業省と同じ。 

備考  

 
 
【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 
経済産業省の経済産業局が所掌する業務 
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予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：1,158 百万円（22 年 7 月末示達額） 

関係職員数 61 名（経産本省定員の 1名を含む） 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：1,916 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び米
軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討す
る必要がある。（平成 22年 7月 15日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向けて」）

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

経済産業局が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄の特殊事情を踏ま

え、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。 

備考 
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事務・権限概要シート 

 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 10 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 
 

農林水産省の地方農政局が所掌する業務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する業務
の一部 
 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 

都道府県の区域内の農業協同組合連合会及び都道府県農業協同組合中央会（以下

「都道府県域の連合会等」という。）に対する次に掲げる検査及び指導監督（以

下「検査等」という。） 

・農協法第93 条第1 項及び第2 項に基づく都道府県中央会等及び中央会等の子

会社に対する報告徴求権限 

・農協法第94 条第1 項～３項、第５項に基づく都道府県中央会等に対する検査

権限 

② 中央卸売市場の検査・指導等 

地方公共団体の発意による試行の対象とする事務・権限名は、「卸売業者等への

監督・検査」とする。 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

広域的な実施体制の進行に応じた移譲の検討を行うために地方公共団体の発意

による試行の対象とする事務・権限名は「食品流通構造改善促進法に基づく構造

改善計画の認定等」とする。 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

※複数の都道府県の事業者を組合員とする組合について、広域的な実施体制の進

行に応じて、移譲を検討。 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

※国営土地改良施設のうち、基幹的役割の比較的小さい「農地の配水管理と密接

な関連のある農業水利施設」に係る財産権、水利権等を含む施設の維持・管理・

更新に係る事務 

⑦ 土地改良事業及び交換分合計画の認可や土地改良区の監督等の事務 

都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

予算の状況 
（単位:百万円） 

－ 

関係職員数 ① 農業協同組合等の検査・指導監督 

・５名の内数 

② 卸売業者等への監督・検査 
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・３名の内数 

③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

・５名の内数 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

・３名の内数 

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

・２名の内数 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

・施設の更新事業等を実施する時点で、必要な職員を配置するため、現時点では、

国において職員は配置されていない（なお、更新事業までの間、国は水利権更

新及び突発事故の対応等を必要に応じて実施）。 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

・２名の内数 

事務量（アウト
プット） 

① 農業協同組合等の検査・指導監督 
・検査を行った国所管の都道府県域の連合会等の数：１組合 
・検査等に伴う法に基づく報告徴求命令の数：０件 
・決算時などにおいて都道府県域の連合会等から行ったヒアリングの数：６件(平
成２１年度) 

② 卸売業者等への監督・検査 
検査対象卸売業者数は県内２市場の３卸売業者であり、これらに対する総検査実

績は下記のとおり。 
  平成 21 年度検査件数：１件 
  平成 20 年度検査件数：１件 
  平成 19 年度検査件数：０件 
③ 食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画の認定等 

平成 21 年度 

   ０件（認定件数） 

０件（変更に係る認定件数） 

④ 事業協同組合等の設立認可等 

事業協同組合等数、設立認可件数、定款変更認可件数、報告の徴収件数、検査件

数、業務改善命令件数：0  

⑤ 農山漁村等の総合的な振興計画に係る地方自治体への助言等 

農村振興基本計画策定市町村数：21 市町村（平成 13～21 年度まで） 

※毎年、年度当初に計画作成予定市町村を把握し、市町村の要望に応じて、基本

計画の内容に関するヒアリングを行う等して、助言等を実施。なお、ヒアリン

グには、計画案の内容に応じて、地方整備局、地方環境事務所に対する参画を

要請。 

⑥ 土地改良事業等の実施 

土地その他の開発資源の調査に関する事務 

直轄事業の実施や国有財産である国営造成施設の利活用に必要な農業水利調整 

土地改良事業等の実施（直轄事業の実施） 

移譲対象となる施設については、現在、土地改良区等が管理を行っているが、

更新事業等を実施する際には以下の事務が発生し、国がこれまで対応してきてい

る。 

（調査及び計画に関する事務） 
・ 基礎調査、国土・環境保全調査等 
・ 地質・地下水に関する現地指導 
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・ 新規地区に関する営農計画、水利計画、施設計画等の作成 
（整備の実施に関する事務） 

・ 土地改良法に基づく開始手続き（受益農家の同意徴集含む） 
・ 整備事業の実施（設計、積算、契約、施工管理等） 
・ 道路協議、河川協議（施設の占用等） 

（農業水利権の調整に関する事務） 
・ 直轄事業の水利権取得・更新に係る協議調整 
・ 水利用の確保等に係る他省庁から農水大臣への協議に関する事務 
・ 水資源開発基本計画にかかる計画策定・協議調整 
・ 渇水時における利水者間の水利調整 

（事業評価に関する事務） 
・ 期中再評価･事後評価の実施 

（財産管理に関する事務） 
・ 管理委託協定の締結 
・ 土地改良財産の他目的使用等の承認 

・ 土地改良財産の改築・追加工事の承認 

⑦ 都道府県土地改良事業団体連合会の検査・指導 

都道府県土地改良事業団体連合会への検査実施件数：１件（平成22年度） 

今後の進め方
等 

農林水産省と同じ。 

備考  

 

【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 

農林水産省の地方農政局が所掌する事務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する事務

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：35,076 百万円（22 年 7 月末示達額。「林野庁」分及び「漁業調
整事務所以外の水産庁」分を除く。） 

関係職員数 254 名 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：36,597 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び
米軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討
する必要がある。（平成 22年 7 月 15 日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向け
て」） 

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方農政局及び漁業調整事務所が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄

の特殊事情を踏まえ、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。

備考  
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